
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、 

厚生局長に届出を行なっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1)基本診療料の施設基準 

【明細書発行体制等加算】 
当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証

の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたし

ます。明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その

点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し

出下さい。なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたしま

す。明細書の発行を希望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。 

【時間外対応加算】 

【短期滞在手術等基本料１】 

【外来・在宅ベースアップ評価料１】 

【医療情報取得加算/医療 DX 推進体制整備加算】 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情

報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用するなど医療 DX にかか

る取り組みを実施することで、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおり

ます。 

（２）特掲診療料の施設基準 

【ロービジョン検査判断料】 

【外来後発医薬品使用体制等加算】【一般名処方加算】 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでおり

ます。また、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、一般名処方（主にジェネリッ

ク医薬品の処方）をすることで、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、

患者さまに適切に医薬品を提供します。ただし、医薬品の供給状況によっては、

お渡しするお薬を変更する可能性があります。 

【医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則５及び６に掲げる手術】 

2024 年  硝子体茎顕微鏡下離断術     9 件 



★時間外対応加算 3 について★ 

当院では、通院されている方が時間外に緊急の相談がある場合にも対応できるよう時間外

対応加算 3 という施設基準を満たす体制を整えています。 

平日、診療時間終了後の数時間は院内に掲示されている電話番号にて電話対応をしており

ます。 

やむを得ない事由により電話に応じることができない場合、電話は留守番電話で応対、翌診

療日に対応させていただいております。 

お急ぎの場合は、下記の医療機関と連携しておりますので、ご相談ください。 

 

連携医療機関 

大阪市立中央急病診療所  06－6534ー0321 

 

 

★外来感染対策向上加算について★ 

当院は、院内感染防止対策として、 必要に応じて次のような取り組みを行っています。 

 

感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。 

院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年 2 回実施します。 

感染性の高い疾患(流行性角結膜炎や新型コロナウィルス感染症等)が疑われる場合は、一般

診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。 

院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進してい

きます。 

感染対策に関して市立池田病院、池田市医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提

供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めております。」 


